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資料２ 



健康福祉部・備前保健所の基本方針と主要施策 

 

○ 基本方針 

急速な少子・高齢化の進行や人口減少の進展などを背景に、すべての妊婦・子育て家庭

が安心して出産・子育てができる環境の整備や地域における医療提供体制の整備、新興感

染症への対応、こころと体の健康問題、高齢者が尊厳を保持し住み慣れた家庭や地域で暮

らしたいというニーズに対応するための地域包括ケアシステムの構築、食をはじめとする

「安全・安心」の確保など、保健・医療・福祉を取り巻く課題は多種多様化・深刻化して

きている。 

このような課題に的確に対応し、安心で豊かさが実感できる備前地域を創造するため、

市町村、関係機関・団体等と連携して、次の施策を推進する。 

 

○ 主要施策 

１ 感染症対策の推進                          

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正や「新型インフル

エンザ等対策特別措置法」等に基づき、新型コロナウイルス感染症やその他の感染症に迅

速かつ適確に対応し、そのまん延の防止を図る。 

 

(１) 新型コロナウイルス感染症の対策 

ア 安定的な医療提供体制の整備 

幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できるよう、地域医師会等への説明や協

力依頼を行う。新たに患者を受け入れる医療機関に対し、必要に応じて感染対策に係

る助言や支援を行う。 

また、必要に応じて医療機関間の入院調整を支援する。 

 

 イ 高齢者施設等への対応 

高齢者施設等でのクラスター発生時には、実地指導等によ

り感染管理や療養環境整備等の支援を行う。 

また、平時からの感染防止対策として巡回指導（ラウンド）

等を実施する。 

 

ウ 感染防止対策の普及啓発等 

住民や関係機関等からの相談に応じるとともに、基本的な

感染防止対策についての周知を行う。 

 

(２) その他の感染症対策 

ア 新型インフルエンザ等対策 

新型インフルエンザ等の発生に備え、医療提供体制を確保するとともに、感染拡大

施設の感染管理支援 



防止のための普及啓発を行う。また、患者等移送ネットワークの訓練や研修会を通じ

て、消防機関等との連携を図り、患者発生時の移送体制を整備する。 

 

イ 結核対策  

結核の罹患率は減少傾向にあるものの、新規登録患者の半数以上が 65 歳以上の高

齢者であることや、外国人技能実習生の発病が問題になっているため、高齢者施設を

対象とした感染症研修会の開催や技能実習生受入団体との連絡・連携を図る。 

また、治療完遂のため医療機関等と連携したＤＯＴＳ（服薬支援）を推進する。 

 

ウ ノロウイルスによる感染性胃腸炎等対策 

発生時の対応や予防策について社会福祉施設への研修会等を冬場の流行前に開催

するとともに、発生時には迅速な立入指導等を行うなど、発生予防やまん延防止対策

を進める。 

 

エ  エイズ、梅毒対策  

エイズ等性感染症の相談及び検査を行う。特に、近年、患者が増加している梅毒に

ついては、患者発生時の疫学調査を適切に行うとともに、広報紙等を通じて感染予防

に関する啓発を行う。 

 

オ 高病原性鳥インフルエンザ対策 

高病原性鳥インフルエンザ発生時に部内各チームの業務が迅速かつ円滑に行える

よう農林水産事業部等と連携して農場視察を行うなど、高病原性鳥インフルエンザ現

地対策本部県民健康対策班マニュアルに基づく初動対応の体制整備を図るとともに、

市町村での防疫研修を開催する。 

 

２ 子育て支援の充実                           

 「岡山いきいき子どもプラン 2020」(R2～R6 年度）等に基づき、少子化の流れを変える

ことを目指すとともに、次代を担う子どもたちが健やかに育ち、地域全体で子育てを支え

応援する社会づくりを進める。 

 

(１) 健やかな人生の基礎を築く母子保健の推進 

ア 子どもの健やかな育ちと思春期からの健康づくりの支援 

中高生等が妊娠・出産に関する正しい知識を

学ぶことにより、将来、結婚や子育てをしたい

という気持ちの醸成を図る。 

(ア) 未来のパパ＆ママを育てる出前講座 

 

イ 妊娠期からの切れ目のない支援 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない

母子支援を推進するため、市町との連絡を密に 未来のパパ＆ママを育てる出前講座 



し、行政機関と産科医療機関、精神科医療機関との連携を強化し、多機関での支援体

制を強化する。 

(ア) 妊娠期からの保健・医療連携研修会 

(イ) 妊娠中からの気になる母子支援連絡票 

(ウ) 母子保健連絡会（母子保健評価事業） 

 

(２) 地域ぐるみの子育て支援の推進 

地域交流や世代間交流、子育て支援に関わる

様々な人々のネットワークづくりを支援する

ことにより、地域ぐるみで子育てを支え合い、

安心して子育てができる環境づくりを推進す

る。 

さらに、大学等が有する人的資源やネットワ

ーク、施設等を活用した地域ぐるみの子育て支

援の取組である「おかやま子育てカレッジ」（管

内７校）の活動を支援し、地域の子育て支援環

境の充実化を推進する。 

(ア) 笑顔あふれる子育て応援事業 

(イ) おかやま子育てカレッジ  

 

(３)  きめ細かなサポートが必要な子どもや家庭への支援 

ア 子ども虐待防止対策の充実 

複雑化・多様化する児童虐待問題に適切に対応

するため、市町村の要保護児童対策地域協議会へ

参画するとともに管内市町村、児童相談所等を対

象とした連絡会議の開催により、関係機関間の連

携を強化する。あわせて、関係機関と連携して、

児童虐待防止の広報啓発に取り組む。 

また、改正児童福祉法に基づく市町村の児童福

祉と母子保健の一体的な相談支援体制の整備を

促進する。 

(ア) 市町村要保護児童対策地域協議会への参画 

(イ) 管内要保護児童対策地域協議会連絡会議 

(ウ) 要保護児童対策地域協議会支援事業への参画 

 

イ 発達障害のある子どもの支援の充実 

発達に課題を抱える子どもの早期発見・早期対応とともに、健やかな発達を支援し、

親が安心して育児できるよう切れ目のない支援体制を整備する。 

(ア) 子どもの健やか発達支援相談 

(イ) Ｍ－ＣＨＡＴ（乳幼児期自閉症チェックリスト修正版）の導入後の運用及び評

価における市町支援 

おかやま子育てカレッジ 

管内要保護児童対策地域協議会連絡会議 

 



(ウ) 発達障害児支援保育士等研修会 

 

ウ ひとり親家庭の自立支援・子どもの貧困対策の推進 

ひとり親家庭等の経済的・社会的自立を支援するとともに、家庭内で保護者と過ご

す時間が短い子どもや経済的な困窮家庭の子どもが安心して過ごすことができる子

ども食堂などの子どもの居場所づくりを支援する。 

(ア) 母子・父子自立支援員 

(イ) 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

(ウ) 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 

(エ) 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 

(オ) 子どもの居場所づくり支援事業 

  

３ こころと体の健康づくりの推進                    

 「第２次健康おかやま 21 セカンドステージ」（H30～R5 年度）等に基づき、子どもから

高齢者まで全ての県民が生きる喜びを感じながら、元気に地域で暮らしつつ、その生活を

支える自分や家族の健康の維持増進に積極的に取り組む健康長寿社会の実現を図るため、

幅広い関係機関・団体等と協働しながら、健康づくりに向けた普及啓発と環境の整備を進

める。 

 

(１) 体の健康づくりの推進 

ア 生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 

市町村や関係機関と連携し、生活習慣病の発

症予防と早期発見、重症化予防対策を進める。今

年度は、第２期データヘルス計画の最終評価及

び次期データヘルス計画策定が求められてお

り、事業評価、今後の方向性について市町村関係

者と検討を行う。また、健康づくりを推進するた

め普及啓発と環境整備の充実を図る。 

(ア) 糖尿病予防戦略事業    

(イ) 保健所国保ミーティング    

(ウ) 地域・職域保健連携推進事業   

(エ) 第２次健康おかやま 21 セカンドステージ推進事業（「栄養成分表示の店」登録

事業、「敷地内全面禁煙施設」認定事業） 

 

イ 地域の健康づくりボランティア(愛育委員・栄養委員)との連携 

管内理事会、研修会等の実施を通して組織活動の充実を図るとともに、地域のつな

がりを重視した健康づくり活動を展開する。 

(ア) がん検診の受診促進、生活習慣病予防の推進 

(イ) 食育活動の推進 

 

職域連絡会 



(２) こころの健康づくりの推進   

ア 地域精神保健福祉対策  

法に基づく通報事例への迅速かつ適切な対応を行うとともに、その後の支援が途切

れることのないよう、警察署・精神科病院・市町村等の関係機関との連携強化を図る。 

医療導入や治療継続が困難な精神疾患患者については、医師を含めた多職種チームに

よるアウトリーチ（訪問支援）や、関係機関との事例検討を継続的に行い、地域生活

が維持できるよう支援を行う。           

また、市町村が行う精神保健に関する相談支援に関し、精神保健福祉相談の活用や

個別支援での連携等により、必要な市町村支援を行う。 

 

イ ひきこもりの予防支援  

市町村の不登校・ひきこもり対策連絡会議に参画するなど、学校、教育委員会、福

祉事務所、自立支援協議会等の関係機関と情報共有を図る。 

また、関係機関から相談があった要支援者について、精神保健相談での対応や訪問

等の支援を行い、不登校やニートに対する自立支援等を通じてひきこもりの予防及び

長期化の防止を図る。 

 

ウ 自殺予防対策  

愛育委員・栄養委員をはじめとする地域住民相互の声かけ等ソーシャルキャピタル

の充実を図るとともに、市町村自殺対策計画の見直しや自殺予防対策のゲートキーパ

ーの養成を支援する。 

また、自死遺族の会（わかちあいの会）を開催し、遺された家族や関係者に対する

支援を行う。 

 

４ 地域における医療提供体制の整備                                         

「第９次岡山県保健医療計画」（R6～R11）の県南東部圏域の地域保健医療計画（R6～R11）

を策定する。 

また、2025 年における医療機能ごとの医療需要と病床の必要量を含むその地域にふさわ

しいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に促進するために策定した地域医療構

想の実現に努めるとともに、救急医療提供体制の整備、災害時における医療の確保を図る。 

 

(１) 第９次岡山県保健医療計画の県南東部保健医療圏地域保健医療計画の策定 

県南東部保健医療圏保健医療対策協議会を開催し、新興感染症対応に関する事項や、

疾病の予防から治療、リハビリテーション、介護まで、より良質な保健医療体制の確

立を目指す計画を策定する。 

 

(２) 地域医療構想の推進  

2025 年における医療機能ごとの医療需要と病床の必要数を含めその地域にふさわ

しいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に促進するために策定した地域



医療構想を実現するため、県南東部地域医療構

想調整会議を開催し、関係者との協議及び調整

等を行う。 

 

(３) 救急医療提供体制の整備 

ア 救急医療提供体制の整備 

救急医療に関する課題の検討等を行うため、

医師会・消防・救急医療機関等からなる県南東

部圏域救急医療体制推進協議会を開催し、救急

医療体制の充実と連携強化を図る。 

 

イ 医療機関の指導監督 

医療法及び関連法令に基づき、医療機関への立入検査を行う。 

特に、安全管理のための体制の確保や院内感染防止対策等について、重点的に指導・

支援を行う。 

 

(４) 大規模災害発生時における医療の確保 

大規模災害時においては、地域医療体制の確保と健康被害の発生予防、拡大防止等

の適切な保健活動が求められるため、県の防災訓練等にあわせて広域災害救急医療情

報システム（ＥＭＩＳ）や総合防災情報システムの操作訓練を行うとともに、大規模

災害時における初動体制の配備訓練を実施する。 

 

５ 地域包括ケアシステムの構築等                    

「県南東部保健医療圏地域保健医療計画」（H30～H35(R5)年度）等に基づき、高度急性期

から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保する。また、もも

脳ネットや介護支援専門員協会等の関係団体と連携し、研修等により関係職種の資質向上

に努める。 

「第８期岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」（令和３年度～令和５年

度）に基づき、介護保険の保険者である市町村が主体となり、地域の特性に応じた地域包

括ケアシステムを構築できるよう、その取組を推進する。 

また、地域において質の高い福祉サービスが適正に提供されるよう、社会福祉法人や各

種サービス事業者等を指導・支援する。 

 

(１) 地域医療・介護連携の推進  

県南東部地域の広域的な地域医療・介護連携を進めるために、関係機関と協働して、

課題の共有や研修会の開催、体制整備及び連携強化に取り組む。 

 

ア 在宅医療介護連携市町村担当者会議 

市町村の取組について情報交換・意見交換を行い、広域的な取組や地域の実情に合

県南東部地域医療構想調整会議 



わせた在宅医療介護事業の課題や取組を共有し、さらなる在宅医療・介護の連携を図

る。 

 

イ 広域医療連携推進事業   

効果的でかつ適切な医療及び介護サービスを提供できるよう、広域的に地域医療連

携を進める体制整備を関係機関と協働で取り組む。 

 

ウ 市町村在宅医療介護連携推進会議等への参画 

医療・介護の連携の推進を図るため、市町村や関係機関が実施する在宅医療・介護

連携の取組を支援する。 

 

(２) 市町村の取組支援等 

ア  介護予防・生活支援の充実 

市町村において住民等の多様な主体による

サービスが提供されるよう、介護予防や生活支

援サービスの新たな担い手の参加を促進する

ためのワークショップを開催する。 

また、市町・地域包括支援センター連絡会議

を開催して情報・意見交換を行うとともに、住

民互助による通いの場への付添活動（通所付添

サポート事業）の構築や拡大に対し助言を行う

など、市町村を支援する。 

 

イ 認知症施策の推進 

認知症になっても本人の尊厳が重視され、で

きる限り住み慣れた地域で暮らし続けること

ができるよう、市町村及び地域包括支援センタ

ーの職員を対象とした研修会を開催し、市町村

における認知症施策を支援する。 

また、市町村及び「認知症の人と家族の会岡

山県支部」と連携し、認知症介護家族交流会を

開催し、認知症の人とその家族の支援を行う体

制の整備をめざす。 

 

ウ 介護給付の適正化 

ケアプランの質の向上を図り、居宅サービスを必要とする利用者が真に必要なサー

ビスを適切に利用できるよう、市町村を対象にケアプラン点検に関する介護給付適正

化研修会を開催する。 

また、介護保険事務の適正かつ効率的な運営を推進するため、市町村に対する事務

点検等を実施する。 

 

介護予防を考えるワークショップ 

認知症介護家族交流会 



(３) サービスの質の向上 

地域における質の高い福祉サービスの提供に向けて、社会福祉法人、社会福祉施設、

介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者等に対し、基準の遵守状況等について

実地での確認、指導を計画的に実施する。 

また、法人、施設や事業者に対する苦情や不正等の情報に対しては、市町村等の関

係機関とも連携しながら、事実関係の把握を迅速に行い、必要に応じて監査等を機動

的に実施する。 

 

６ 障害のある人の自立と社会参加の促進等                 

「第６期岡山県障害福祉計画・第２期岡山県障害児福祉計画」(R3～R5 年度）等に基づ

き、障害のある人が地域で安心して暮らし、その自立と社会参加が促進されるよう、市町

村への支援を行うとともに、障害のある人の自立のために必要な就労に向けての支援等を

行う。あわせて、障害のある人への住民の理解を促進するために啓発事業等を実施する。 

また、健康で文化的な生活水準を保障する生活保護制度・生活困窮者自立支援制度の適

正な実施に努める。 

 

(１) 障害のある人の地域生活支援 

ア 市町村への支援等  

障害者総合支援法等の円滑な施行及び市町村障害福祉計画の着実な推進と計画見

直しに向けて、市町村及び地域自立支援協議会に情報提供・助言等を行う。 

  

イ 発達障害児(者)及び医療的ケア児の支援 

発達障害のある人や医療的ケア児が、将来、社会で自立した生活を送り、社会参加

できるよう、市町村及び地域自立支援協議会に情報提供・助言等を行い、専門機関（お

かやま発達障害者支援センター、岡山県医療的ケア児支援センター）、医療・保健・福

祉・保育・教育関係者が連携を図りながら、早期から切れ目のない相談支援が提供さ

れるトータルライフ支援体制の整備を推進する。 

 

ウ 就労支援  

障害のある人の一般就労や工賃水準向上などの取組を円滑に推

進するため、地域自立支援協議会の活動や事業者の運営を支援す

るとともに、作業所等での生産品の販売促進や障害者優先調達の

取組を推進する。 

 

エ 障害者虐待防止・差別解消対策 

市町村等と連携を図り、虐待の防止と早期発見に努めるととも

に、障害のある人への理解を促進するため、障害者週間（12/3～

9）を中心に街頭での啓発活動を行う。また、民間事業所における

合理的配慮の義務化に当たってはその周知に努める。 

 

管内福祉作業所の 
生産品ガイドブック 



オ 精神障害のある人への地域移行・地域定着支援の体制整備  

精神科病院に長期入院している退院可能な精神障害者の地域生活移行を促進する

ため、市町村と連携し、自立支援協議会等における協議の場に参画し、地域生活定着

に向けた支援を進める。 

また、市町村における相談支援体制の充実を図るため、関係機関と連携し、個別事

例に対する支援を行う。 

 

カ 難病患者への支援  

市町村や難病指定医療機関等の関係者と連携し、レスパイト入院先の確保や訪問相

談・指導などにより、患者や家族が安心して在宅における療養生活を継続するための

支援体制の整備を進める。  

また、医療ニーズや介護度の高い難病患者等については、災害時要配慮者個別支援

シートや個別支援計画の作成を通じて、医療機関等関係機関と連携した適切な医療の

供給体制の確保など、災害時支援体制の整備を図る。 

 

(２) 生活保護法及び生活困窮者自立支援法の適正な実施 

ア 生活保護制度  

管轄の和気町、吉備中央町について、他法他施策の活用や関係機関との連携により

地域とのつながりや身辺の自立を支援する等、個々のケースに応じ援助の方向性を明

確にして、継続的な支援を行うことにより、最低限度の生活の保障と自立の助長を行

う。 

また、不正受給等不適切な事例については、日常的な指導や各種調査の実施により

未然に防止するとともに、不正が発見された場合は法に基づき厳正な対応を行う。 

 

イ 生活困窮者自立支援制度 

局に配置する生活困窮者相談支援員・就労支援員が中心となり、管轄の和気町、吉

備中央町をはじめ関係機関と協力し、生活困窮者の早期発見に努め、必要な相談や自

立に向けた支援を行う。 

 

７ 生活衛生対策の推進等                         

食品等については、「食品衛生法」、「岡山県食の安全・食育推進計画」（H30～R5 年度）

及び「令和５年度食品衛生監視指導計画」等に基づき、食の安全・安心を確保するため、

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の運用状況の確認、及び営業許可制度の見直しに伴う対応を

行うとともに、食品関連事業者の監視、収去検査等を実施する。 

生活衛生営業については、衛生確保等のため、理容所・美容所・旅館・公衆浴場等の日

常生活に密接なサービスを提供する生活衛生営業施設に立入り等を行い、衛生確保につい

て指導する。また、住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスの適正な運営の確保を図る。 

医薬品等については、品質、有効性及び安全性を確保するため、薬局等の監視指導を行

うとともに、大麻等違法薬物の正しい知識と危険性について普及啓発を行う。また、医療

用血液の安定的な確保のため、若年層献血の推進を図る。 



更に、県保健所・支所の業務に係る食品等の試験検査、食中毒・感染症の原因究明等の

ための検査を実施する。 

 

(１) 食の安全・安心の確保  

ア ＨＡＣＣＰ制度化及び改正された許可制度への対応 

改正食品衛生法に基づき、ＨＡＣＣＰに沿った

衛生管理の運用状況を確認するとともに、令和６

年５月末までに営業許可が必要な漬物製造業、食

品の小分け業等の営業者に対し、円滑な許可取得

に向けての助言・指導を行う。 

このうち、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理につい

ては、飲食店等の中小規模の事業者に対して、局独

自に作成した解説動画等を活用し、食品衛生協会

とも連携しながら定着促進を図る。 

 

イ 監視指導及び食品検査  

大型の食品製造施設等を対象に食品衛生監視機動班による重点的な監視指導を実

施するほか、食品関連事業者に対して効果的・効率的に監視指導や収去検査を実施す

る。 

 

ウ ノロウイルス食中毒対策 

ノロウイルス食中毒は調理従事者を介して汚染された食品が原因となることが多

いことから、仕出し屋・旅館・学校・病院等に対し、調理従事者の衛生管理について

周知・指導を行う。 

 

エ かきの安全確保 

シーズン中の 10 月ごろから３月までの期間、月１回の収去検査の実施及び県漁連

等生産者からの情報収集や助言・指導に努めるとともに、生産者による自主検査の実

施やＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施など、自主管理体制の確立についても指導を

行う。 

また、改正食品衛生法により、かき処理業は令和６年５月末までに営業許可が必要

な業種であるため、円滑な許可取得に向けての助言・指導を行う。 

 

オ 県民への普及啓発 

出前講座等による食品衛生知識の普及やリスクコミュニケーションの推進を図る。 

 

(２)  生活衛生営業の衛生確保等 

ア 生活衛生営業施設の衛生確保 

理容所・美容所等に計画的に立入し、消毒等衛生確保について監視指導を行う。 

 

ＨＡＣＣＰ講習会 



イ レジオネラ症対策 

公衆浴場、旅館等入浴施設に対して、理解しやすいパンフレットを活用して自主管

理の徹底を指導するとともに、計画的に水質検査を実施し、結果に基づいた指導を行

う。 

 

ウ 宿泊事業対策    

いわゆる民泊事業者の円滑な事業開始を図るとともに、必要に応じ市町村等関係機

関と連携しながら適正な事業運営について指導監督を行う。 

また、住宅宿泊事業法に基づく届出又は旅館業法に基づく許可を取得せず営業する

施設を発見した場合は、届出又は許可の取得について指導し、従わない悪質な事業者

には旅館業法違反として告発も視野に入れ厳正に対処する。 

 

(３) 医薬品等の安全確保 

ア 薬局・医薬品販売業者等の指導監視 

医薬品医療機器等法関係法令に基づき、薬局、医薬品販売業、医療機器販売・貸与

業、毒物劇物販売業者等に対し、法令への適切な対応及び医薬品の適正使用に必要な

情報提供の徹底を重点とした監視指導を実施する。 

また、免許申請等麻薬関係の手続について適切に処理するとともに、麻薬業務所に

対して適正な麻薬の取扱いや廃棄等について指導する。 

 

イ 覚醒剤等薬物乱用対策  

覚醒剤等薬物乱用防止指導員地区協議会を中心

にヤング街頭キャンペーンを実施するなど、青少年

に対して乱用薬物の恐ろしさについて啓発し、乱用

の防止を図る。 

また、高等学校文化祭等において、局独自に作成

した大麻に対する正しい知識の啓発パネルを活用

し、積極的な啓発活動を行う。 

 

ウ 若年層献血対策  

管内市町村や愛育委員会等と連携し、高等学校等

において積極的な普及啓発活動を実施し、若年層の献血意識の高揚に努める。 

 

(４) 衛生検査の実施 

ア 食品等の試験検査 

県内で流通している食品の安全性を確認するための収去検査や試買検査（成分規格、

食品添加物、汚染微生物の検査等）を実施する。 

 

スポーツチーム応援イベントでの 
薬物乱用防止啓発活動 



イ 食中毒及び感染症検査 

食中毒の原因究明や感染症の拡大防止のため

の検査（食中毒原因菌、寄生虫、ノロウイルス、

感染症起因菌の検査等）を実施する。 

 

ウ ＨＩＶ迅速検査 

希望者を対象に匿名で行うことができる検査

を備前及び美作保健所において実施する。（備前

保健所第１・第３金曜日、美作保健所第３木曜日

に実施） 

 

エ 生活衛生検査 

公衆浴場、旅館入浴施設等でのレジオネラ症感

染防止対策及び遊泳用プールの衛生確保のための

検査（浴場水、プール水等）を実施する。 

 

 

 

 

食品添加物の検査 

生食用かきの細菌検査 


